
文書料金改定のお知らせ
2025年６月１日
お申し込み分より

文書料金を改定をさせていただきま
す。
※2025年5月31日お申し込みまで旧料金にて請求させていただきます。

栃木県立リハビリテーションセンターでは、県立病院
として長きにわたり、文書料金を据え置いてまいりま
したが、文書内容の多様化、複雑化等を受けまして、
文書料金を下記のとおり改定をさせていただきます。

現行 改定後
特別診断書
(年金診断書(新規)) ５，５００円 ７，７００円
(身体障害者診断書・意見書)

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

栃木県立リハビリテーションセンター所長

改定日



 

 

 

 


